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問合せ　保険健康課　介護年金担当　☎０４９５-７７-２１１3　FAX０４９５-７７-２１１７

国民年金の任意加入制度
　６０歳までに年金の受給資格を満たしていない方や老齢基礎年金が満額でない方は、本人が希望すること

により６０歳以降も保険料を納めることができます（任意加入）。

　加入は申出のあった月からとなり、遡って加入することはできません。

〇問合せ

   熊谷年金事務所　048-522-5012

   保険健康課　　　　0495-77-2113

   地域振興課　　　　0274-52-3271

☆熊谷年金事務所　相談予約受付専用番号

　 年金事務所の相談窓口は非常に混雑しておりますので、 事前

　 にご予約をお願いします。

　予約受付専用番号　０５７０-０５-４８９０

加入の条件
①日本国内に住所を有する６０歳以上６５歳未満の方

②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

③２０歳から６０歳までの保険料の納付月数が４８０月（４０年）未満の方

④厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

※年金の受給資格期間を満たしていない６５歳以上７０歳未満の方も加入できます。

※外国に居住する日本人で、２０歳以上６５歳未満の方も加入できます。

※①の６０歳以上６５歳未満の方は、６０歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

　任意加入については、 「外国に居住する日本人で、 ２０歳以上６５歳未満の方」 を除き、 保険料の納付方

法は口座振替が原則となります。 手続きの際は通帳、 金融機関への届出印を持参してください。

地域で「子育て」を応援します　～神川町母子愛育会～

問合せ　子育て相談窓口　☎０４９５-７4-0205　FAX ０４９５-７７-2117

母子愛育会の役員

　各大字から選出された役員により構成されていま

す。 令和５年度は本部役員15名と連絡員を合わせ

て、 総勢63名で活動しています。

主な活動内容

〇ふれあいの広場 （年３回）

〇子育て講座の際の託児 （年３回）

〇コスモスまつり会場での結核予防募金活動

　神川町母子愛育会は昭和31年から活動をはじめ、今年で67年目となります。 それぞれの時代に合わせて、

その時に必要な地域活動は何かを考えながら活動に取り組んでいます。

　現在は、 子育て支援を中心に地域の皆さんが健康で明るい家庭を築き、 子どもたちがすくすく、 のびの

び育つように地域全体で子育てを応援しています。

ふれあいの広場

　ふれあいの広場は、 乳幼児と保護者のための遊びの広場です。 お気軽に遊びに来てください。

対象　町内に住所を有するお子さんと保護者 （祖父母と孫も可）

時間　午前10時～11時

場所　就業改善センター （保健センターとなり2階）

今後の予定　12月７日（木） クリスマス会

　　　　　　　　 令和6年３月７日（木） お楽しみ会

　 　　　　　　　※詳細は広報でお知らせします。

ママ同士、赤ちゃん同士楽

しく交流できます。

愛育会役員もお子さんや

ママ ・ パパと話せて嬉しい

です♪

ふれあいの広場（七夕）の様子

　母子愛育会では子育てをしているすべての方を応援しています。 ふれあいの広場に参加してみませんか。

お待ちしております。

7月は、七夕の願い事をかいてみ

んなで飾りました！

12月はクリスマス会、3月はお楽

しみ会を開催します。

ぜひ、お越しください♪

令和5年度住宅・土地統計調査へご協力をお願いします
問合せ　総合政策課　企画調整担当　☎０４９５-７７-0701　FAX０４９５-７７-3915

令和5年7月 七夕の様子
令和5年3月 お楽しみ会の様子


